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１ ごみ処理基本計画編における数値目標 

 (１) 減量・資源化目標 

   Ａ ごみ等排出量を３５,３００トン以下にする 

   Ｂ 再生利用率を２０パーセントにする 

   Ｃ 焼却量を２８,０００トン以下にする 

   Ｄ 最終処分量を４,０００トン以下にする 

 

目標 

基準値 実績値 目標値 

評価 

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 R元年度 Ｒ４年度 

Ａ ごみ等排出量 ３６,８７７トン ３６,２１０トン ３６,１４１トン ３６,３５２トン ３６,０９０トン ３５,３００トン × 

Ｂ 再生利用率 １６.９％ １６.５％ １６.６％ １３.６％ １８.４％ ２０.０％ × 

Ｃ 焼却量 ３０,２８６トン ２９,８７４トン ２９,８０４トン ３１,０５５トン ２９,１５０トン ２８,０１８トン × 

Ｄ 最終処分量 ４,２９０トン ４,２５８トン ４,１２８トン ４,３５１トン ４,１０８トン ３,９４３トン × 

 

 

 

 

 (２) 目標に対する状況 

  Ａ ごみ等排出量の状況（資料１、２、３、４、８） 

   ごみ等排出量は、「燃やすごみ」や「埋立ごみ」などの「ごみ」と、リサイクル可能な「古紙」

や「缶」、「びん」などの「資源物」をいい、家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物の排出量を合

算したものです。これらごみ等の令和元年度の排出量は 36,352トンで、前年度より 211トンの

増加となっています。増加した品目は、燃やすごみ、粗大ごみ(小型家電を含む。)、容器包装プ

ラスチック、ペットボトル、缶・金属類、廃食用油、使用済乾電池で、特に、燃やすごみと粗大

ごみの排出量が大きくなっています。 

   燃やすごみは、前年度に比べ 299トン(1.1％)の増加で、月別に見ると、4月、7月～9月、12

月、1 月、3 月が前年度より多くなっています。4 月は改元に伴う大型連休前の整理・片付けが

影響しているとみられ、その反動のためか 5月、6月のごみの量は、過去 5年で最も少なくなっ

* 評価 

 〇：令和元年度の実績値は、令和元年度の目標値に達している。 

 △：令和元年度の実績値は、令和元年度の目標値に達していないが、前年度より改善している。 

 ×：令和元年度の実績値は、令和元年度の目標値に達していない。 

* 
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ています。また、令和元年 10 月からはごみ処理手数料を値上げ改定したことから、事業系ごみ

の収集運搬許可業者の搬入量の減少がみられるなど 10月、11月は少なくなっています。12月は

年末の片付けが影響しているとみられ、年明け 2月にかけてごみの量は少なくなりますが、3月

は事業系収集運搬許可業者の搬入量が減っている一方で、燃やすごみ全体としては前年度と比

較しても増加しており、新型コロナウイルス感染症のための外出自粛の影響が出ているものと

思われます。 

   粗大ごみについては、いわゆる断捨離などと呼ばれるような不要なものを減らし生活を整え

る習慣も出てきている影響かここ数年排出量は増加している状況です。燃やすごみと同様にご

み処理手数料の改定により 10月、11月は少なくなっていますが、年末、年度末を中心に排出量

は多くなっています。 

 

  Ｂ 再生利用率の状況（資料１、２、４、８） 

   再生利用率(リサイクル率)は、ごみ等排出量に占める資源化量の割合です。主な資源化品目は、

缶・金属、びん、ペットボトル、容器包装プラスチック、小型家電、古紙・衣類、粗大ごみを破

砕したときに出る金属類などのほか、集団回収量や埋立ごみの選別による資源化量も含まれま

す。 

   令和元年度においては、ごみ等排出量が増えた一方で、資源化量は 1,047トン減少し 4,940ト

ンとなり、再生利用率は 13.6％、前年度より 3.0 ポイント下降しました。主な要因としては、

前年度まで 850トン前後あった草木・剪定枝について、コスト削減を目的として、直接リサイク

ル施設へ搬入いただくよう誘引したことが影響しているほか、店舗回収の普及により集団回収

など行政が関与する古紙等の回収量が減少していることが挙げられます。 

 

  Ｃ 焼却量の状況（資料１、６、８） 

   焼却量は、燃やすごみのほか、粗大ごみを破砕して焼却に回るもの、容器包装プラスチックの

選別により資源化に適さない汚れたもの、埋立ごみの選別により焼却に回るものが含まれます。

令和元年度の焼却量は 31,055トンで前年度より 1,251 トンの増加となっています。燃やすごみ

や粗大ごみの排出量そのものが増えていることや、燃やすごみや粗大ごみに含まれる草木・剪定

枝が資源化に回らなくなったことが要因となっています。 

 

  Ｄ 最終処分量の状況（資料１、６、８） 
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   最終処分量は、燃やすごみや粗大ごみ、埋立ごみの焼却灰のほか、埋立ごみとして収集された

もののうち選別されて真に埋立処分となるものが含まれます。 

   令和元年度の最終処分量は、前年度に比べ 223トン増加し 4,351トンとなっています。真に埋

立ごみとして処分されるものは、埋立ごみの排出量が少なかったことから減少していますが、焼

却灰については、燃やすごみや粗大ごみの排出量や焼却量が増えていることから増加していま

す。 
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２ 地域行動計画編における行動目標 

 (１) 行動目標 

   １ 市民１人１日当たりのごみ等排出量を８７０グラム以下にする 

     （家庭系６５０グラム以下、事業系２２０グラム以下） 

   ２ 家庭系燃やすごみに含まれる生ごみの割合を３０パーセント以下にする 

         リサイクルできる紙ごみの割合を１３.５パーセント以下にする 

   ３ 古紙・衣類の資源回収量を４,９００トン以上にする 

     （集団回収量２,８００トン、行政回収量６００トン、店舗回収量１,５００トン） 

   ４ 出前講座等の延べ参加人数を５,０００人以上にする 

 

目標 

基準値 実績値 目標値 

評価 

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ４年度 

１ 

１ 人 １ 日

当たりの

ごみ等 

排出量 

家庭 

系 
６７２グラム ６７２グラム ６５５グラム ６６９グラム ６６１グラム ６５０グラム × 

事業 

系 
２２３グラム ２０８グラム ２２１グラム ２１１グラム ２２１グラム ２２０グラム ○ 

 ８９５グラム ８８０グラム ８７６グラム ８８０グラム ８８２グラム ８７０グラム ○ 

２ 

家庭系燃やすごみ

に含まれる生ごみ

の割合 

－ ３７.８％ ３３.３％ ２１.５％ ３４.７％ ３０.０％ ○ 

家庭系燃やすごみ

に含まれる紙ごみ

の割合 

－ １６.９％ １８.３％ １７．９％ １５.５％ １３.５％ △ 

３ 

古紙・ 

衣類の 

資源回 

収量 

集団 

回収 
２,２１０トン ２,０１３トン １,９３５トン １,７７１トン ２,４８０トン ２,８００トン × 

行政 

回収 
５０９トン ５２３トン ５２６トン ５１１トン ５５５トン ６００トン × 

店舗 

回収 
１,１６４トン １,２３９トン １,５５３トン １,５９８トン １,３３２トン １,５００トン ○ 

 ３,８８３トン ３,７７５トン ４,０１４トン ３,８８０トン ４,３６７トン ４,９００トン × 

４ 
出前講座等の 

参加者数 
２,６９７人 １,９３３人 １,７８９人 ３４１人 ３,８４９人 ５,０００人 × 

* 
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 (２) 目標に対する状況 

  １ １人１日当たりのごみ等排出量の状況（資料１、４、５） 

   １人１日当たりのごみ等排出量は、ごみ等排出量を彦根市の人口(当該年度 10月 1日時点)と

１年の日数(令和元年度は 366日)で除したものです。 

   令和元年度は、１人１日当たり 880グラムで前年度より 4グラム増加しました。ごみ等排出量

のうち約４分の１は事業系で、４分の３は家庭系であることから、１人１日当たりのごみ等排出

量において、事業系は 211グラム、家庭系は 669グラムと推計されます。事業系では前年度から

10 グラム減っていますが、家庭系では前年度から 14 グラム増えています。基準としている 10

月 1 日時点の人口は前年度よりやや減っているものの、燃やすごみや粗大ごみなどの家庭から

のごみ等排出量が多かったことが要因です。 

 

  ２ 家庭系燃やすごみに含まれる生ごみおよび紙ごみの割合の状況（資料１、７） 

   家庭系燃やすごみに含まれる生ごみおよび紙ごみの割合は、平成 29 年度に実施した家庭系燃

やすごみの組成調査の結果、燃やすごみのうち削減の余地のある「もったいないごみ」として指

標にしているものです。生ごみには本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品ロスが

含まれています。また、ここでいう紙ごみは、燃やすごみに捨てられている雑がみなどリサイク

ル可能な紙ごみを指しています。 

   令和元年度の家庭系ごみの組成調査の結果では、生ごみの割合は 21.5％で、前年度に比べ 10

ポイント以上減少しました。特に、生ごみに占める食品ロス(過剰除去、食べ残し、未利用食品

等)の割合が 10.5％から 5.4％に半減しています。一方、(リサイクル可能な)紙ごみの割合は、

17.9％と前年度に比べ 0.4 ポイントの減少に止まり、燃やすごみ全体においても大きな割合を

占めています。 

 

  ３ 古紙・衣類の資源回収量の状況（資料１、４） 

   ここでは行政が関与する行政回収、集団回収に加え、ごみ等排出量には含まれない民間部分の

* 評価 

 〇：令和元年度の実績値は、令和元年度の目標値に達している。 

 △：令和元年度の実績値は、令和元年度の目標値に達していないが、前年度より改善している。 

 ×：令和元年度の実績値は、令和元年度の目標値に達していない。 
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店舗回収量についても把握可能な範囲で含めています。令和元年度の古紙・衣類の資源回収量は

3,880トンで、前年度に比べ 134トン減少しました。回収機会別にみると、集団回収が前年度に

比べ 164 トン減って 1,771 トン、行政回収が 15 トン減って 511 トン、店舗回収が 45 トン増え

て 1,598 トンとなっています。集団回収は活動地域が減少傾向にあることから実施回数も地域

によっては減っており、利便性の高い店舗回収に流れているものと考えられます。また、新聞や

雑誌における電子化など紙そのものの排出量の減少も影響しているとみられます。 

 

  ４ 出前講座等の参加者数の状況（資料１） 

   ごみの減量・資源化に関する出前講座および啓発イベントへの参加者数であり、令和元年度は

前年度より大幅に減って 341人となっています。出前講座、啓発イベントともに働き方・業務見

直しに伴い縮小し、対応できる範囲で実施しています。出前講座については 7件 153人で、1件

当たりの対象人数も少数となっています。啓発イベントについては 3件 188人で、啓発時におい

て実施したアンケート回答者数などイベント内容に真に関わった人を対象人数として絞りまし

た。 
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３ 取組状況 

 Ａ ごみ等排出量を減らす取組 

★ ２Ｒ（リデュース、リユース）を推進する 

1 

市民一人ひとりのごみ減量

への行動を促す仕組みづ

くり 

●広報紙の見直しにより、掲載回数を２か月に１回とし、広報ひこねに

「ごみの減量と資源化トピックス」を掲載した。 

掲載回数 

H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

３回 １２回 １１回 １０回 １１回 １２回 ９回 ６回 
 

2 食品ロス削減の促進 

●家庭系燃やすごみ組成調査を実施し、生ごみ、食品ロス量の把握に

努めた。 

●ごみ組成調査の結果や「三方よしフードエコ推奨店」の紹介、忘新年

会シーズンの「おいしい食べきり運動」をホームページに掲載した。 

●エフエムひこねコミュニティ放送において、食品ロス削減月間（１０月）

および忘新年会時の「３０・１０運動」（１２月～１月）のラジオ放送を行

った。 

●庁内談話室に「３０・１０運動」の卓上ポップを設置した。 

●県立大学での学園祭（湖風夏祭）内で市民を対象にフードドライブを

実施し、フードバンクひこねへ食品を提供した。（１０件、９５品） 

3 マイバッグ持参の促進 

●買い物にやさしいキャンペーンとしてベイシア彦根店にてチラシ、啓

発品の配布を行った。 

●グリーン購入＋エシカル消費キャンペーンとしてビバシティ彦根にて

アンケートの実施、エコバッグの配付を行った。 

●広報ひこね「ごみの減量と資源化トピックス」において、買い物ごみを

減らす取組とともに、２０２０年７月からレジ袋の有料化が開始予定で

ある案内を行った。 

●滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会に参画した。 

4 地域への出前講座の拡充 

●自治会、学校などでごみに関する出前講座を行った。 

出前講座開催数（下段は参加者数） 

H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

１３回 １７回 ２５回 ２６回 ２１回 １７回 ７回 

９６０ １,２１９ １,４３４ １,６５７ ６３３ ４１４ １５３ 

●県立大学学園祭（湖風夏祭）内でのフードドライブ、ベイシア彦根店

での買い物にやさしいキャンペーン、ビバシティ彦根でのグリーン購

入＋エシカル消費キャンペーンを行った。 

啓発イベント開催数（下段は参加者数） 

H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

２回 １回 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 

８８５ ７００ ７００ １,０４０ １,３００ １,３７５ １８８ 

* 令和元年度参加者数については、アンケート回答者数に限定 

 

* 
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5 
エコマーケットなどのリユー

ス情報の提供 

●各実施団体からの依頼に基づきフリーマーケットに関する情報を広報

ひこねやホームページで提供した。 

（滋賀大学文化祭、県立大学湖風祭、夢畑、市立病院ふれあいまつり（夢畑）） 
 

情報提供回数 

H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

１９回 ２４回 ２２回 ２１回 １８回 １５回 １２回 ４回 

6 リユース食器の普及促進 

●リユース食器に特化しての啓発は行っていないが、ごみを出さない工

夫として、使い捨てのもの（紙コップや紙皿、ワンウェイプラスチック）

などの使用を控えることを啓発している。 

7 
粗大ごみのリユースに向け

た取組の検討 

●現有施設においては、人員や場所に制約があるため、新しいごみ処

理施設において実施できるよう、広域行政組合と協力しながら検討を

続けている。 

 

↓ 

↓ 

★ ２Ｒ（リデュース、リユース）を推進する （１～７） に対する意見 
評 

価 

△ 

●平成 30年度よりも広報掲載回数が減少している。ごみ減量への行動につながるように可能であ

れば、毎月継続して情報の提供がなされるよう努めていただきたい。 

●食品ロス削減の促進やマイバッグ持参の促進は、多面的な取組がなされており、今後も継続し

て取り組まれたい。 

●食品ロスの削減については、組成調査の結果では年々減少の傾向があり評価できる。食料自給

率の低い日本にとっては食品ロスの削減は大きな課題であり、引き続き事業系・家庭系を合わ

せ更なる取組強化を図ることが必要である。 

●ＮＰＯや企業の協力も得てフードドライブやフードバンクを促進するべきである。 

●出前講座の開催数や参加者数は減少しているので、リーフレットや広報、簡易ななごみ処理団

体と協力するなど工夫して取り組まれたい。 

●フリーマーケットについては、開催団体からの依頼待ちでなく、市からの開催呼びかけを広報

するなど検討されたい。 

●リユース食器の普及促進について、今後も継続して取り組んでいただきたい。 

●粗大ごみのリユースについては、先進事例の情報収集を踏まえ、市としての取組を検討された

い。また、早急な実現を期待する。 

 

 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 

* 
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★ 事業系ごみの適正な排出を促進する 

8 紙類の再生利用の促進 

●市内事業所に対し、直接訪問やポスティングなどで冊子「事業系ごみ

の分け方・出し方 豆知識」を配付したほか、ごみの出し方等に関す

る相談に対し、説明、指導を行った。 
 

配付件数 

食品営業許可施設 ６１件 

9 
容器包装プラスチックの混

入防止啓発指導の徹底 

10 
事業系食品リサイクルの促

進 

●外食時の食べきりを推進するため、忘新年会シーズンにホームペー

ジや広報ひこねで「３０・１０運動」の啓発を行った。 

●「三方よし!!フードエコ・プロジェクト」として、ホームページで「三方よし

フードエコ推奨店」制度の周知、推奨店の取組を紹介した。 

 

 

 

 

 

 

* 令和２年度は７月１０日時点 

市内推奨店舗数 

 H２９ H３０ Ｒ元 Ｒ２ 

食料品・小売店 ２ ６ ７ １４ 

飲食店・宿泊施設 １ ９ １０ １０ 

 

↓ 

↓ 

★ 事業系ごみの適正な排出を促進する （８～１０） に対する意見 
評 

価 

○ 

●事業所に対し、直接訪問やポスティング等で、ごみの出し方、紙類の再生利用や容器包装プラ

スチックの混入防止啓発が行われており評価できるが、「事業系ごみの分け方・出し方豆知識」

の配付件数で見れば、平成 30年度と比較すると大幅に減少している。可能な範囲で多くの事業

所に配付・指導されたい。 

●事業系食品リサイクルについて、今後も継続して取り組んでいただきたい。 

 

 

 

 

 

 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 

* 

* 
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★ 事業者との連携を深める 

11 
スーパー等店舗での古紙・

衣類回収の促進 

●市内で古紙の店舗回収を実施する事業者の紹介や回収品目、排出

時の分別マナーなどの情報をホームページに掲載した。 

古紙の店舗回収量（トン） 

H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

５６３ ６２６ ８０５ １,１２７ １,１６４ １,２３９ １,５５３ １,５９８ 

12 
レジ袋無料配布中止の促

進 

●滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会に参画し、県内におけ

るスーパー等でのレジ袋の無料配布の中止、マイバッグの持参の啓

発に努めた。 

●グリーン購入＋エシカル消費キャンペーンとしてビバシティ彦根にて

アンケートの実施、エコバッグの配付を行った。 

●市内での「滋賀県におけるレジ袋削減の取組に関する協定」の締結

状況は、１０事業者１８店舗 

(滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会の集計から) 
 

レジ袋使用枚数（無料配布中止事業者県内１店舗当たりの平均） 

H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

１０１,４８９ ７４,４２０ ６９,９４０ ７５,３５１ ７０,７９７ ７２,１５７ ７３,４６８ 

レジ袋平均辞退率（％） 

H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

８９.２ ８９.７ ８９.９ ８９.５ ８９.６ ８９.４ ９０.１ 

 

↓ 

↓ 

★ 事業者との連携を深める （１１、１２） に対する意見 
評 

価 

○ 

●スーパー等店舗での古紙・衣類の回収量は、促進活動によって増加している。また、レジ袋の

平均辞退率が 90.1％と高い水準に達したことは評価できる。スーパー等店舗での古紙回収、レ

ジ袋の無料配布中止の促進は、今後も継続して取り組んでいただきたい。 

●身近なところに古紙等の回収をしているところがあれば、持って行きやすく回収量も上がると

思われる。回収場所の開発や紹介等を今後も継続していく必要がある。 

●令和 2年 7月からのレジ袋無料配布中止に期待している。 

 

 

 

 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 

* 



11 

★ 越境ごみ対策の強化 

13 搬入時の確認強化 

●清掃センターへの搬入時に身分証明書の確認などにより、ごみの排

出元の確認を行っている。 

●事業系一般廃棄物収集運搬許可業者に対する搬入物検査について

は、料金改定や新型コロナウイルス感染症に伴う搬入者対応により

実施していない。 
 

搬入物検査の結果 

 H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

実施回数 １３回 ５回 ４回 ２回 ０回 

実施事業者数 ５４社 ２６社 ２５社 １２社 ０社 

違反件数 １７件 ４件 ２件 ３件 ― 

違反内容 
越境 

分別違反 
産廃混入 産廃混入 産廃混入 ― 

14 料金体系の見直し 

●処理料金については、３年ごとに総合的に見直しを行っており、処理

コストを反映した適正な料金設定のため、ごみ処理手数料の改定を

行った。 

 

↓ 

↓ 

★ 越境ごみ対策の強化（１３、１４） に対する意見 
評 

価 

○ 

●排出元の確認はされているとのことだが、搬入物検査回数が 0回なのは問題である。新型コロ

ナウイルス感染症の影響は 1月以降であり、実施しなかった理由にはならない。今後、業者に

対する越境ごみの搬入禁止の指導等は、パンフレットや文書等で実施していく必要がある。 

●料金体系の見直しについては、今後も継続して取り組んでいただきたい。 

 

 

 Ｂ 再生利用率を上げるための取組 

★ 新たな回収区分の拡大による再生利用の促進 

15 
新しい資源化技術導入の

検討 

●廃棄物の再資源化と適正処理を図るため、使用済電球や水銀含有

製品の分別回収を行った。 

* 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 
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↓ 

↓ 

★ 新たな回収区分の拡大による再生利用の促進 （１５） に対する意見 
評 

価 
○ 

●使用済電球や水銀含有製品の回収量は横ばいであるが、新しい資源化技術の導入の検討結果は

どのようになったか不明である。 

●市内大学との共同研究が必要である。 

 

 

★ 賦存資源の掘り起こしによる再生利用の促進 

16 
草木・剪定枝・流木などの

資源化の促進 

●草木・剪定枝の資源化（堆肥化）について、コスト削減を目的として、

直接リサイクル施設へ搬入いただくよう誘引した。 
 

資源化搬出量（トン） 

H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

１８ ５ ４ ６９１ ８５０ ７７３ ８７５ ０ 

17 
近年分別を開始した資源

物のリサイクルの推進 

●小型家電の分別回収、焼却灰、使用済蛍光管等の資源化を行って

いる。 

資源化量（トン） 

 H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

小型家電 １００ １２５ １４７ １９１ ２２４ 

資源化に回した焼却

灰 
９６ ９７ ９９ ５９ ４９ 

使用済蛍光管等 １ ２ ３ ４ ４ 

18 雑がみリサイクルの推進 

●広報ひこねやホームページで、紙ごみの現状、古紙の出し方の啓発

を行った。 

●出前講座で模擬ごみを使った分別啓発を行った。 

19 集団回収の継続的な実施 

●自治会などの古紙や衣類の集団回収に奨励金を交付した。 

リサイクル活動推進事業奨励金交付額（下段は回収量） 

H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

５,５０６

千円 

５,１８８

千円 

４,７６８

千円 

４,４２０

千円 

４,０２７

千円 

３,８７０

千円 

３,５４１

千円 

２,７５３

トン 

２,５９４

トン 

２,３８４

トン 

２,２１０

トン 

２,０１３

トン 

１,９３５

トン 

１,７７１ 

トン 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 

* 
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↓ 

↓ 

★ 賦存資源の掘り起こしによる再生利用の促進 （１６～１９） に対する意見 
評 

価 
△ 

●草木、剪定枝、流木については、年間一定量排出されるものと考えられるが、従来の資源化が

コスト削減でできなくなっている。搬入者が直接リサイクル施設への搬入は難しく、その結果

焼却量の増加につながっている。コスト削減は理解できるも焼却しても費用はかかるので、資

源化は、再度検討願いたい。 

●集団回収は今後も継続して取り組んでいただきたい。 

 

 

 Ｃ 焼却量を減らすための取組 

★ 「紙ごみ」の資源化の推進 

20 

（リサイクル可能な）紙ごみ

の排出方法や分別方法の

周知 

●広報ひこねやホームページで、紙ごみの現状、古紙の出し方、店舗

回収などを掲載した。 

●出前講座で模擬ごみを使った分別啓発を行った。 

 

↓ 

↓ 

★ 「紙ごみ」の資源化の推進 （２０） に対する意見 
評 

価 

○ 

●組成調査の結果、リサイクル可能な紙ごみの割合が 17.9％と前年度の比較でわずかの減少に止

まっており、広報活動等でのさらなる取組が必要である。お菓子の紙パッケージが資源である

ことを「ごみ等の分け方・出し方豆知識」にも掲載することを検討いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

* 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 

* 
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★ 「生ごみ」の資源化の推進 

21 
簡易生ごみ処理の普及促

進 

●各団体において、ぼかし(米ぬかやもみ殻に有用な微生物を混ぜて

発酵させたもの、生ごみの発酵を促すもの)の作製、勉強会などを通

じて普及啓発を実施している。 
 

委託団体数（下段は簡易生ごみ処理器保有世帯数） 

H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

２ ４ ６ ６ ６ ８ ７ 

９５ １４７ １７０ ２３２ ２５４ ２７５ ２６９ 

22 
簡易生ごみ処理でできた

堆肥の利用方法の検討 

●簡易生ごみ処理普及事業の委託団体の１つにおいて、ぼかしを用い

て生ごみを堆肥化した肥料の利用先を確保している。 

利用先数 

H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

０件 １件 １件 １件 １件 １件 １件 １件 

 

↓ 

↓ 

★ 「生ごみ」の資源化の推進 （２１、２２） に対する意見 
評 

価 

△ 

●簡易生ごみ処理委託団体や保有世帯数はほぼ横ばいである。各家庭での堆肥化した肥料は概ね

家庭で使用されているものと考えられるが、委託団体からの堆肥化した肥料の利用先の増加を

図ることが必要である。 

●広く一般市民の家庭菜園でも利用できるような仕組みにされることも検討いただきたい。 

●堆肥化したものを畑に戻したり、肥料として扱ったりしているが、草や収穫後の物がごみとし

て出されているので工夫が必要である。 

●各団体の勉強会開催が困難であるので、ホームページなどでの生ごみ処理の紹介、作成方法の

ＣＤ貸出しなどの普及啓発を行っていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 
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 Ｄ 最終処分量を減らすための取組 

★ 埋立ごみの選別により最終処分量を減らす 

23 
「埋立ごみ」選別の継続的

な実施 

●使用済蛍光管、使用済電球、水銀含有製品の分別回収を行ってい

る。 

●上記以外も含めた「埋立ごみ」中の資源化量 

「埋立ごみ」中の資源化量（トン） 

H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

６８ ６５ ７０ ６９ 

 

↓ 

↓ 

★ 埋立ごみの選別により最終処分量を減らす （２３） に対する意見 
評 

価 

○ 

●最終処分量の増加は、埋立地にも限りがあり、さらなる減少に向けた取組が必要である。 

●埋立ごみの資源化について周知すべきである。 

 

 

★ 焼却灰の資源化により最終処分量を減らす 

24 
焼却灰資源化の継続的な

実施 

●燃やすごみの焼却灰の資源化のほか、埋立ごみの処理の民間委託

に伴いその焼却灰の資源化を行った。 

焼却灰の資源化量（トン） 

 H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ元 

燃やすごみからの焼却灰 ９６ ９７ ９９ ５９ ４９ 

埋立ごみからの焼却灰 － １０７ １０２ １１１ １０８ 
 

 

↓ 

↓ 

★ 焼却灰の資源化により最終処分量を減らす （２４） に対する意見 
評 

価 

○ 

●焼却灰の資源化には多大な熱エネルギーが必要であり、焼却量を減らすとともに焼却効率を高

め、焼却灰の更なる減少が必要である。 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 

* 

* 

* 評価 

 〇：取組は十分されている。 

 △：取組はされているが不十分である。 

 ×：取組はされていない。 
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